
あ
な
た
も
一
緒
に
下
田
市

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
働
い
て
み
ま
せ
ん
か

森
の
力
再
生
事
業
の
継
続

と
森
林
づ
く
り
県
民
税
の

課
税
期
間
の
延
長

市
税
等
の
納
め
忘
れ
は

　
　
　

あ
り
ま
せ
ん
か
？

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の

　

申
込
み
は
お
早
め
に
！

令
和
３
年
度

国
家
公
務
員
採
用

一
般
職
試
験

（
大
卒
程
度
試
験
）

新型コロナウイルス感染症予防のため
確定申告・市県民税申告は
ネット・郵送でお願いします。

　

市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
延
滞

金
の
加
算
や
、
滞
納
処
分
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

特
別
な
事
情
で
納
付
が
遅
れ
て

い
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

税
務
課
収
納
係

　
　
　

（
窓
口
⑦
）☎
㉒
２
２
１
８

　

令
和
３
年
３
月
末
ま
で
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を

行
っ
た
方
は
、
令
和
３
年
９
月
末

ま
で
に
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込

み
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ

ー
ビ
ス
を
ご
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
５
千
円
分
の
「
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
」
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
取
り
に
対
応

し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば
、

自
宅
で
予
約
・
申
込
み
が
可
能
で

す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
読
取
り
に
対
応
し
た
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
お
持
ち
の
方
は
、

パ
ソ
コ
ン
で
も
予
約
・
申
込
み
が

可
能
で
す
。

　

対
応
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
お
持
ち
で
な

い
方
は
、
市
役
所
内
に
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
予
約
・
申
込
用
の
パ
ソ
コ

ン
が
あ
り
ま
す
の
で
、
自
由
に
利

用
で
き
ま
す
。

　

操
作
中
に
分
か
ら
な
い
点
が
あ

れ
ば
、
職
員
が
立
ち
会
い
な
が
ら

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

問
合
せ
先

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

総
務
課
法
規
情
報
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
３
９
２
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て

市
民
保
健
課
市
民
係

　
　
　

（
窓
口
②
）☎
㉒
２
２
１
５

　

令
和
３
年
度
の
会
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
就
職
は
望
ま
な
い
が
、

経
験
・
技
術
を
生
か
し
て
働
き
た

い
、
何
ら
か
の
収
入
を
得
た
い
、

社
会
に
役
立
て
た
い
、
と
い
う
健

康
で
、
意
欲
の
あ
る
方
は
入
会
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

主
な
仕
事
の
種
類

　

草
刈
り
、
草
取
り
、
植
木
せ
ん

定
、
伐
採
、
大
工
、
塗
装
、
掃
除
、

あ
て
名
書
き
、
毛
筆
筆
耕
、
通
行

案
内
、
家
事
援
助
、
そ
の
他
作
業

な
ど

入
会
の
手
続
と
条
件

①
下
田
市
内
に
在
住
し
て
い
る
方

②
年
齢
が
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の

　

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

③
年
会
費
２
千
円

※

申
込
用
紙
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

　

ン
タ
ー
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

下
田
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
４
２
２
２

　

県
は
、
荒
廃
し
た
森
林
を
再
生

し
、
山
地
災
害
の
防
止
や
水
源
か

ん
養
な
ど
の
「
森
の
力
」
を
回
復

す
る
た
め
、
平
成
18
年
度
か
ら
、

県
民
の
皆
さ
ま
に
森
林
づ
く
り
県

民
税
を
ご
負
担
い
た
だ
き
、
森
の

力
再
生
事
業
を
実
施
し
て
き
ま
し

た
。

も 

り

も 

り

も 

り

　

事
業
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
、

こ
れ
ま
で
に
約
１
万
８
千
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
荒
廃
森
林
の
整
備
を
行
い
、

「
森
の
力
」
は
着
実
に
回
復
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
令
和
元
年
度
の
「
森

林
環
境
譲
与
税
」
の
創
設
後
は
、

市
町
に
よ
る
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
森
林
整
備
が
始
ま
り
、
県
と
市

町
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
明

確
に
し
た
上
で
、
連
携
・
協
力
し

な
が
ら
森
林
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

一
方
で
、
各
地
で
集
中
豪
雨
の

頻
発
に
よ
り
山
地
災
害
の
リ
ス
ク

が
高
ま
っ
て
お
り
、
残
り
の
荒
廃

森
林
の
整
備
を
速
や
か
に
完
了
さ

せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
令
和
３
年
度
以
降
も
、

事
業
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
森

林
づ
く
り
県
民
税
の
課
税
期
間
を

５
年
間
延
長
し
、
令
和
７
年
度
ま

で
、
ご
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

森
林
づ
く
り
県
民
税
は
、
次
の

と
お
り
県
民
税
均
等
割
に
加
算
さ

れ
ま
す
。

個
人　

年
額
４
０
０
円

法
人　

均
等
割
額
の
５
％

　
　
　

（
１
千
円
～
４
万
円
）

　

荒
廃
森
林
を
再
生
し
、
森
の
恵

み
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
、

引
き
続
き
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

県
税
務
課

☎
０
５
４‐

２
２
１‐

２
３
３
７

県
賀
茂
農
林
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉔
２
０
８
２

試
験
日

第
１
次
試
験

６
月
13
日
（
日
）

第
２
次
試
験

７
月
14
日
（
水
）～
８
月
２
日
（
月
）

受
験
資
格

①
平
成
３
年
４
月
２
日
～

　

平
成
12
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

②
平
成
12
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

　

れ
の
方
で
、
大
学
を
卒
業
し
た

　

方
及
び
令
和
４
年
３
月
ま
で
に

　

大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

　

な
ど

申
込
受
付
期
間（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

http://w
w
w
.jinji-shiken.go.jp/

juken.htm
l

４
月
２
日
（
金
）
９
時
～

４
月
14
日
（
水
）
受
信
有
効

問
合
せ
先　

人
事
院
中
部
事
務
局

☎
０
５
２‐

９
６
１‐

６
８
３
８

後期高齢者保険料（普徴）
　　　　　　　　　８期

３月の納税
納期は３月 31日（水）

※納期内に納めましょう
※納税は便利な口座振替で

下 田
インフォメーション

も 

り

- 12 -※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「0558」です。 広報しもだ　2021. 3月号

国
税
専
門
官
採
用
試
験

受
験
者
募
集

静
岡
県
警
察
官
募
集

預
け
て
安
心
！

自
筆
証
書
遺
言
書

　
　
　
　
　
　

保
管
制
度

海
上
保
安
官(

大
学
卒
業

程
度
）
採
用
試
験
の
実
施

自
衛
官
候
補
生
募
集

海
上
保
安
学
校
学
生（
高
等

学
校
卒
業
程
度
）採
用
試
験

の
実
施

職
種

国
税
専
門
官
（
大
学
卒
業
程
度
）

受
験
資
格

①
平
成
３
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

　

12
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

②
平
成
12
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

　

れ
の
方
で
次
に
該
当
す
る
方

・
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
令
和

　

４
年
３
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見

　

込
み
の
方

・
人
事
院
が
前
述
に
掲
げ
る
者
と

　

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方

申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）に
よ
り

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

３
月
26
日
（
金
）
午
前
９
時
か
ら

４
月
７
日
（
水
）（
受
信
有
効
）

※

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で

　

き
な
い
場
合
は
、
問
合
せ
先
ま

　

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

試
験
日

第
１
次
試
験　

６
月
６
日
（
日
）

第
２
次
試
験

７
月
５
日（
月
）～
７
月
16
日（
金
）

の
う
ち
、
い
ず
れ
か
指
定
す
る
日

問
合
せ
先

名
古
屋
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

☎
０
５
２‐

９
５
１‐

３
５
１
１

　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
４
５
１
）

　

令
和
４
年
４
月
採
用
予
定
、
警

察
官
Ａ（
大
学
卒
業
又
は
卒
業
見
込

み
）
を
募
集
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
田
警
察

署
又
は
お
近
く
の
交
番
・
駐
在
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
受
付

３
月
１
日（
月
）～
４
月
５
日（
月
）

第
一
次
試
験　

５
月
９
日
（
日
）

問
合
せ
先　

下
田
警
察
署
警
務
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉗
０
１
１
０

　
　
　
　

（
内
線
５
３
０‐

２
１
）

　

海
上
保
安
庁
で
は
、
次
の
と
お

り
「
海
上
保
安
官
（
大
学
卒
業
程

度
）」
の
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

受
験
申
込
受
付
期
間

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
】

３
月
26
日（
金
）～
４
月
７
日（
水
）

第
１
次
試
験
日　

６
月
６
日（
日
）

採
用
予
定
人
数　

約
30
名

採
用
予
定　

令
和
４
年
４
月

　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家
公
務

員
試
験
採
用
情
報
ナ
ビ
）
か
ら
「
海

上
保
安
官
採
用
試
験(

大
学
卒
業

程
度
）」
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、下

記
連
絡
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先

第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
人
事
課

☎
０
４
５‐

２
１
１‐

１
１
１
８

　

海
上
保
安
庁
で
は
、
次
の
と
お

り
「
海
上
保
安
学
校
学
生
」
の
採

用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

受
験
申
込
受
付
期
間

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
】

３
月
26
日（
金
）～
４
月
２
日（
金
）

第
１
次
試
験
日　

５
月
16
日（
日
）

採
用
予
定
人
数

船
舶
運
航
シ
ス
テ
ム
課
程
・

約
２
２
０
名

採
用
予
定　

令
和
３
年
10
月

　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家
公
務

員
試
験
採
用
情
報
ナ
ビ
）
か
ら
「
海

上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験
（
特

別
）」
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
下
記

連
絡
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先

第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
人
事
課

☎
０
４
５‐

２
１
１‐

１
１
１
８

　

自
衛
官
候
補
生
制
度
と
は
、
自

衛
官
と
な
る
た
め
に
必
要
な
基
礎

的
教
育
訓
練
に
専
念
す
る
た
め
の
、

１
期
２
年
の
任
用
期
間
が
定
め
ら

れ
て
い
る
制
度
で
す
。

　

入
隊
と
同
時
に
自
衛
官
候
補
生

に
任
命
さ
れ
、
任
用
期
間
内
は
職

務
を
通
じ
て
体
力
と
技
術
を
磨
き

つ
つ
、
関
係
す
る
資
格
取
得
も
目

指
せ
ま
す
。

受
験
資
格　

昨
年
４
月
１
日
現
在
、

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方
。

受
付
期
間　

随
時

問
合
せ
先

自
衛
隊
静
岡
地
方
協
力
本
部

伊
東
地
域
事
務
所

☎
０
５
５
７‐

３
７‐

９
６
３
２

　

昨
年
７
月
10
日
か
ら
、「
自
筆
証

書
遺
言
書
保
管
制
度
」
が
始
ま
り

ま
し
た
。
ご
自
身
で
書
い
た
遺
言

書
を
法
務
局
で
お
預
か
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

手
続
の
方
法
や
必
要
書
類
、
制

度
の
概
要
な
ど
、
詳
し
く
は
法
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
法
務
局
に
お

け
る
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

に
つ
い
て
」
又
は
法
務
局
に
設
置

さ
れ
て
い
る
制
度
案
内
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

静
岡
地
方
法
務
局
下
田
支
局

☎
㉒
０
５
３
４
（
音
声
案
内
③
）
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